
厚生委員会報告資料 

令和２年１２月１１日 

報告事項件名 頁 

１ ＰＣＲ検査体制拡充及び足立区における新型コロナウイルス感染症 

発生状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 足立区精神障がい者施設指定管理者選定等審査会の評価結果について・・・・７ 

（衛 生 部） 



厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年１２月１１日 

件   名 
ＰＣＲ検査体制拡充及び足立区における新型コロナウイルス感染症発生

状況について 

所管部課名  衛生部足立保健所感染症対策課 

内   容 

１ ＰＣＲ検査体制の強化 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、既存の鼻咽頭による検査体制に

加えて、現在医師会が独自事業として実施している唾液によるＰＣＲ検

査を令和３年１月１０日以降、区の委託事業として実施する。 

 

 （検査の流れ） 

 １ 区内４か所の休日応急診療所で医師が検査が必要と認めた患者に対

して唾液採取キットを配布 

 ２ 患者が自宅で検体を採取 

３ 同日午後、指定の時間・場所にて医師会が検体を回収し、民間検査 

機関で検査を実施 

 

２ 区内感染状況の概要 

（１）区内におけるＰＣＲ検査件数と陽性率の推移 

図１のとおり、ＰＣＲ検査数に占める陽性率は、一時３％台まで減 

少したものの、１２月４日現在、８％程度まで上昇している。 

 

（図１）区内におけるＰＣＲ検査件数と陽性率の推移（12/4午前 9時） 
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（２）区内における感染者数の推移及び最近の傾向 

ア P6 別紙１のとおり、７月以降、人の動きの再開や、高齢者施設、 

接待を伴う飲食店、医療機関等における断続的な集団感染の発生等 

の影響により、感染者が継続的に増加している状況である。 

 

イ 最近の傾向としては、４０代から５０代の患者割合が増加してお 

り、全体の約４割となっている。また、感染経路が不明な割合も半 

数程度まで増加しているほか、全国、東京都の傾向と同様、会社や 

友人との飲み会や食事会等、マスクを外した交流等をきっかけに感 

染した方が家庭内で感染を広げるというような事例が増加している。 

 

（３）１週間毎の人口１０万人あたりの新規陽性者数 

現状、全国的に感染者が拡大している状況であるが、足立区におい 

ては、新たなクラスターの発生等の影響もあり、新規陽性者数は東京 

都を上回っている。 

 

（図２）１週間毎の人口１０万人あたりの新規陽性者数（12/4午前 9時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ クラスター発生状況 

１２月４日現在、区内で発生したクラスターは１５件、クラスター関連

の陽性者数は２９７名で、全体の約１割を占めている。 

 

（１）通所介護（デイサービス）事業所 

・ 「足立ケアコミュニティそよ風（足立区梅島）」 

７月１１日プレス発表→足立区初クラスター事例 

     （感染者数３１名／検査数１４８名） 
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（２）接待を伴う飲食店 

・ 「SOCIALISTA（ソシアリスタ）（足立区竹の塚）」 

７月２０日プレス発表（感染者数２１名／検査者数２９名） 

・ 「ヴィーナス（足立区竹の塚）」 

７月２０日プレス発表（感染者数１０名／検査者数１４名） 

・ 「小悪魔（足立区竹の塚）」 

７月２５日プレス発表（感染者数１１名／検査者数２０名） 

・ 「Sound Stage Guest（ゲスト）（足立区竹の塚）」 

７月２７日プレス発表（感染者数１０名／検査者数２０名） 

 

（３）医療機関 

・ 「社会医療法人社団慈生会 等潤病院（足立区一ツ家）」 

８月２３日プレス発表（感染者数１５名／検査者数３７２名） 

 

（４）高齢者施設 

・ 「水野介護老人保健施設（足立区西新井）」 

８月２４日プレス発表（感染者数３１名／検査者数３６６名） 

 

（５）相撲部屋 

・ 「玉ノ井部屋（足立区西新井）」 

９月１０日プレス発表（感染者数２４名／検査者数３６名） 

 

（６）医療機関 

・ 「医療法人社団 大和会 大内病院（足立区西新井）」 

１０月９日プレス発表（１１月９日現在 

感染者数７３名／検査者数１６９名） 

（７）高齢者施設 

・ 「白十商事(有) 第七シルバータウン（足立区鹿浜）」 

１０月１２日プレス発表（感染者数１３名／検査者数１７３名） 

  

・・・【以下新規】・・・ 

（８）保育施設 

   ・ 「足立区立千住あずま保育園（足立区千住東）」 

     １１月１５日プレス発表（感染者数７名） 
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（９）医療機関 

   ・ 「医療法人社団苑田会  

花はたリハビリテーション病院（足立区花畑）」 

     １１月１６日プレス発表（感染者数１０名） 

 

（１０）医療機関 

   ・ 「医療法人社団苑田会 苑田第三病院（足立区伊興本町）」 

     １１月１６日プレス発表（感染者数８名） 

 

（１１）観光バス 

   ・「金成商事株式会社（足立区一ツ家）」 

     １１月２０日プレス発表（感染者数２２名） 

 

（１２）通所介護（デイサービス）事業所 

   ・「デイサービスセンター（足立区青井）」 

     １２月１日プレス発表(感染者数１１名 12月4日午前9時現在) 

問 題 点 

今後の方針 

今後、区内における感染拡大を防止するため、相談・検査等の体制の拡

充を図り、患者が円滑に医療機関を受診できるような体制構築していく。 
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区内感染者数の推移、累計及びクラスター発生状況（12 月 4 日 午前 9 時現在） 

 

 

 

 

別紙１ 

そよ風 陽性者３１名 

 竹の塚フィリピンパブ４店舗 

陽性者５２名 

水野介護老健 陽性者３１名 

等潤病院   陽性者１５名 

玉ノ井部屋 陽性者２４名 

大内病院 陽性者７３名 

第七シルバー 陽性者１３名 

千住あずま保育園 陽性者７名 

花はたリハビリ  陽性者１０名 

苑田第三病院   陽性者８名 

観光バス 陽性者２２名 

デイサービス 陽性者 

１１名（12/4現在） 
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厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年１２月１１日 

件   名  足立区精神障がい者施設指定管理者選定等審査会の評価結果について 

所管部課名  衛生部足立保健所中央本町地域・保健総合支援課 

内   容 

足立区精神障がい者自立支援センターの平成３１年度業務について、足

立区精神障がい者施設指定管理者選定等審査会（以下「審査会」という）

による評価を行ったので、報告する。 

 

１ 主な業務内容 

  ・ 精神障がい者の日中活動支援、相談支援及び就労支援業務 

・ 施設管理業務 

 

２ 指定管理者 

社会福祉法人あしなみ（代表者 石川 和子） 

 

３ 指定管理料 

平成３１年度 ５９３０万円（税込） 

 

４ 評価対象期間 

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 

５ 審査会開催日    

令和２年９月１８日（金）～１０月２６日（月）の間 

（書面開催による実施） 

※ 評価方法は P8 項目７参照 

 

６ 審査会委員構成（計６名） 

種別 氏名 役職等 

学識経験者 

(有識者含む) 

三木 良子【会長】 帝京科学大学医療科学部 

医療福祉学科講師 

橋本 悦子【副会長】 公認会計士 

清水 典子 社会保険労務士 

関係団体の 

代表者 

植松 和光 東京都精神保健福祉家族会

連合会 

区職員 中村 明慶 福祉部長 

馬場 優子 衛生部長 
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７ 評価方法 

  新型コロナウイルス感染拡大の影響により、合議によらず、書面開催

および評決の方法により実施した。 

＜提出資料＞ 

１ 基本協定書 ６ 職員研修実施状況 

２ 年度協定書 ７ 施設維持管理実施報告書 

３ 事業計画書 ８ 指定管理料収支報告書 

４ 事業報告書 ９ 労働条件チェックシート 

５ 第三者評価結果報告書 10 その他確認項目に関する資料 

 

８ 評価結果 

評価点 

[６０点満点] 
得点率 総合評価 

５１点 

（４８点） 

８５％ 

（８０％） 

Ａ 

（Ａ－） 

※ （ ）内は昨年度の評価 

※ 評価項目及び評価基準は、P9～13 別紙２参照 

 

９ 審査会での主な意見と対応等 

（１）非常勤職員内で交通費の基準が異なる。１日 100 円の者と実費支給

の者との間の差に合理的な理由はあるのか。「法人が必要と認める」

根拠を示すべきではないか。 

・ 対応策 

給与規程第18条を準用し通勤届を提出させて内容を精査している。 

交通機関を利用する者には実費、住居より 2㎞以上の自転車等利用 

者には、1日 100円を支給している。 

（２）保護者会を家族会等にしてはどうか。成人を対象としている施設で

あることと、利用者の人権（子ども扱いと思われる恐れ）の観点から

も検討をお願いする。 

・ 対応策 

「ご家族向けの活動報告会」等に変更するよう検討していく。 

 

10 評価結果の公表 

厚生委員会終了後、区ホームページで公表する。 

 

問 題 点 

今後の方針 

評価結果に基づき、施設運営の改善と施設利用者の満足度向上を図って

いく。 
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別紙２

業務評価シート 足立区精神障がい者自立支援センター

【評価対象年度】平成３１年度　　【自己評価】令和２年９月４日　　【審査会開催】令和２年９月１８日～１０月２６日
【評価点】 水準を大きく上回る：５点　　　水準を上回る：４点　　　水準どおり（水準クリア）：３点

水準を下回る：２点　　　水準を大きく下回る：１点

大項目 中項目

指定管理者 担当課 審査委員

1-1

2-1

3-1

3-2

4-1

4-2

区
記
入
欄

確認項目

2　施設の清掃等

5 5エレベーター保守点検（毎月・年１回）、空調設備保守点検（年２回）、自動
ドア保守点検（年２回）、消防用設備保守点検（年２回）

5 4施設運営や利用者支援に対する十分な経験や知識がある管理者がいる

経験豊富な職員を必要数配置している

5

管
理
状
況

適
切
な
管
理
の
履
行

協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか
評価点

1 施設・設備の保守点検（内容・回数）

職員の専門性向上のための研修を計画し、実施している

スムーズに業務が行えるようにマニュアルを整備し、研修を実施している

指
定
管
理
者
記
入
欄

【アピールポイント】
１　・協定書に従い保守点検を行っている。また、不具合にはその都度迅速に対応している。
２　・授産活動として利用者が行っている毎日の日常清掃の他に、年2回業者による清掃を行っている。
　　・夏期は2週間に1回除草作業を行い、環境整備に努めている。
３　・職員の多くが有資格者（精神保健福祉士、社会福祉士）であり、施設運営や利用者支援にその専門性を発揮している。
４　・業務の担当者ごとにマニュアルづくりを意識し、進めるようにしている。
　　・外部研修等に対し前向きに取り組み、研修後は報告書を回覧することで、知識の共有をし職員全体のスキルアップに努めて
　　いる。
　　・法人内研修で、成年後見制度について権利擁護センターの職員を講師に招き、制度について改めて理解を深めた。
　　・サポーターズカレッジを運用し、業務の合間にそれぞれが計画的に受講できる環境を整えている。

【改善すべき点・課題等】
４　・職員の入職や人事異動に対応し、わかりやすいマニュアルづくりに引き続き努めていきたい。
　　・資格取得を目指す職員の為にも、法人の取り組みや情報提供等をより積極的に行っていきたい。

5
建物内清掃（自主清掃・毎日）

3　人員配置

審
査
委
員
記
入
欄

【評価すべき点】
・サポーターズカレッジの受講者の感想は現状の管理体制を理解するのに役立った。
・育児休業中の代替職員を採用され、退職後も既存の職員でカバーしており、努力されていることがわかる。
・施設の衛生環境は良好である。
・職員もＰＳＷ等専門職が配置されており、経験豊かな人材が揃っている。
・職員の資質向上についても、研修を行い、利用者への対応を考えている。

【改善すべき点】
・(4-1)精神保健福祉センターの研修及び就労に関する研修だけでなく、ソーシャルワークに関するもの、職業リハビリテーション学
会や面接スキル、専門職能団体（ＰＳＷ、ＳＷ協会等）の研修などへも参加し、研鑽を積むよう望む。
・サポーターズカレッジの意見・感想をどのように吸い上げて反映しているのか、明らかにしてほしい。

【その他注意点】

4.2

（満点
　＝５点）

4　人材育成の取組

4 4

【特記事項】
・毎日実施の建物内清掃により施設の衛生環境は良好である。その他、保守点検も定期的に実施しており、メンテナンスは行き届
いている。
・一部に職員の入れ替えがあったが、精神保健福祉士や個人情報保護士等、有資格者が必要数配置されてフォロー体制も整備さ
れている。
・虐待防止・権利擁護研修等必要に応じて法人独自に研修を企画・実施し、職員の業務スキル向上に取り組んでいる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名
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大項目 中項目 確認項目

指定管理者 担当課 審査委員

5-1

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

区
記
入
欄

指定管理者 担当課 審査委員

9-1

9-2

10-1

11-1

11-2

12-1

12-2

区
記
入
欄

管
理
状
況

安
全
性
の
確
保

施設の安全性は確保されているか
評価点

5　施設・設備の安全性の確保
4 4

専門機関による設備の安全点検を実施している

6　防災への配慮

5 5防火管理者を配置し、防火管理計画を策定している

防災管理計画・防災マニュアルに沿って防災訓練を実施している

4 5施設内外を巡回し、異常の有無を業務日誌に記録している

鍵は適正に管理されており、職員に管理方法が周知されている

8　事故への対応

4 4緊急連絡網が作成されている

事故対応マニュアルが策定され、全職員に周知されている

7　防犯への配慮

指
定
管
理
者
記
入
欄

【アピールポイント】
５　・環境整備委員会で施設内の安全点検を行っている。
６　・避難訓練を行う他、館内の防火設備を全職員が確認する機会を設けた。また、館内の方角をわかりやすく掲示し、来館者が
　　各部屋の名称が分からなくても避難しやすい環境を整えた。
　　・法人で地震に対応するBCPは作成し、現在は水害に対応できるBCPの作成を行っている。
　　・避難訓練を実行するためのチームを作り、事前に消防署へ訓練のポイントなどを聞きに行くなど、工夫をしている。
７　・鍵の管理マニュアルに沿って管理し、職員へも適正な管理を促すための取り組みを行っている。また、個々の管理の意識を
　　向上させるためにも、管理上の課題については即、検討・対応を行い速やかに周知を行っている。
　　・防犯カメラの動作確認を定期的に行っている。
８　・緊急連絡網を使い、年2回の訓練を行い、防災意識の向上に努めている。

【改善すべき点・課題等】
７　・マニュアルに則り、不審者対応等の防犯を意識した訓練を行っていきたい。

【特記事項】
・独自のマニュアルによる自衛消防訓練を実施するほか、防災の手引を作成し、職員の意識啓発に力を入れている。
・日課として施設内の自主点検を実施し、リスク管理を徹底している。
・基本協定にある鍵管理マニュアルを的確に運用している。

審
査
委
員
記
入
欄

【評価すべき点】
・法令に定められた安全点検を実施している。
・防災訓練が定期的に実施されている。

【改善すべき点】
・不審者対応（凶器所持の場合）に関して、職員の安全確保についてもマニュアルに入れる必要があると思う。

【その他注意点】

法
令
等
の
遵
守

（
倫
理
性
も
含
む

）

個人情報保護、公契約条例等は遵守されているか
評価点

9　個人情報保護の取組

5 5個人情報の取扱いに関する内部規定を策定している

職員に対する研修を実施している

10 個人情報事故への対応
5

指
定
管
理
者
記
入
欄

【アピールポイント】
９　 ・平成31年4月にプライバシーマークの3回目の更新をした。個人情報保護士を配置し、個人情報の適正な取扱いをしている。
　 　・個人情報保護の研修は運用担当者会議内でプロジェクトチームを立ち上げ、全職員に分かりやすい研修を実施している。
　　 また入職時には入職時研修を行い、法人の取り組みを理解してもらっている。
　　 ・個人情報保護規程、安全管理細則に基づき、書類や機器の持出や授受については履歴を残している。
10　・個人情報の漏洩やデータ紛失等の事故は無かった。
11　・処遇改善加算を取得し、職員へ支給している。また支給の金額、方法については職員連絡会で説明を行っている。
12　・就業規則前文に守るべき規範、倫理等の記載があり、職員の入職時にオリエンテーションを行っている。また、ハラスメント
　　など法人として遵守すべきものは周知をし防止に努め、対応窓口を設けている。

【改善すべき点・課題等】

5
個人情報漏えいやデータ紛失事故等が発生しなかった

11 公契約条例の遵守

4 4労働者等に対して労働報酬下限額以上の賃金等が支払われている

台帳の整備がされている

12 各種法令等の遵守

4 4コンプライアンスに関する方針が策定されている

法令遵守に向けた体制が確立されている

【特記事項】
・個人情報保護規程を設け、職員による個人情報の取り扱いについて細心の注意を払っている。
・個人情報漏えい等の事故は発生していない。

審
査
委
員
記
入
欄

【評価すべき点】

【改善すべき点】
・非常勤職員は継続年数に関わらず、最低賃金設定のようだが、資格、経験年数で加算を付加してはどうか。
・時間外勤務命令等は手書きでの訂正箇所が散見される。エクセル等の利用で効率化され、その分の時間を有効に活用していた
だきたい。
・非常勤職員内で交通費の基準が異なる。１日100円の者と実費支給の者との間の差に合理的な理由はあるのか。「法人が必要
と認める」根拠を示すべきではないか。

【その他注意点】

4.5

（満点
　＝５点）

4.2

（満点
　＝５点）

10



大項目 中項目 確認項目

指定管理者 担当課 審査委員

13-1

14-1

15-1

区
記
入
欄

指定管理者 担当課 審査委員

16-1

17-1

17-2

18-1

18-2

区
記
入
欄

管
理
状
況

適
切
な
財
務
・
財
産
管
理

適切な財務管理・財産管理が行われているか
評価点

13 収支状況

定期的に公認会計士等の専門家のチェックを受けている

14 現金や関係書類等の管理、経理処理
4 4

出納簿などの帳簿が整備され、伝票等は整理してまとめて保管している

指
定
管
理
者
記
入
欄

【アピールポイント】
13　・毎月、会計事務所へ書類を見てもらっている。また法人の監事による監査を1年1回行い、理事会評議員会に監査報告をして
　　いる。
14　・会計事務所から元帳・伝票が戻った後、出納職員・会計責任者が目を通し、整理・保管をしている。
15  ・四半期に1度、予算に対する執行状況を確認している。
　 　・出納職員及び会計責任者を事業ごとに配置し、適切な財務管理を行っている。

【改善すべき点・課題等】

【特記事項】
・財務諸表について月１回の公認会計士によるチェックのほか、法人監査を経ており、万全を期している。
・指定管理委託料を含む施設会計について、資金収支計算書等を的確に整備し、法人会計との差異を明確にしている。

15 経理を担当する常勤の職員
4

事
業
効
果

支
援
内
容

事業計画どおりのサービスが提供されているか
評価点

16 個別支援計画等

4 4

利用者の体調管理が毎日行われ、日誌等に確実に記載し、情報共有が
なされている

18 衛生管理

4
感染症等の蔓延を未然に防ぐ施設維持管理体制が取られている（消毒
薬、石鹸、マスクの常備　等）

感染症等が発生した際の対応マニュアルが整備され、定期的な訓練の実
施、職員への周知徹底等、適切な運営体制が取られている

審
査
委
員
記
入
欄

【評価すべき点】
・法人としての財産管理がしっかりチェックできている。

【改善すべき点】

【その他注意点】

4
利用者の服薬管理、服薬支援が適切に行われている

指
定
管
理
者
記
入
欄

【アピールポイント】
16　・利用者ごとの個別担当制を導入し、定期的に利用者と面接を行っている。（個別担当制：ZiP月に一度、WiZ2週間に一度）
17　・利用者1人ひとりの体調は、各部門の朝のミーティングにおいて確認、日誌に記入し、職員間で共有をしている。
18　・感染症予防の貼り紙を掲示するなど、注意喚起を館内で行っている。また、入口にはアルコール消毒液を設置している。
　　 ・日常清掃では、水で希釈した塩素系漂白剤を使い、ドアノブや手すりなどを殺菌し感染症予防対策に努めている。
　 　・ノロウィルス等の吐しゃ物処理用のキットを購入し、適切な処理による2次感染の防止を行っている。

【改善すべき点・課題等】
18　・感染症に対応するBCP作成を進めていきたい。

【特記事項】
・就労支援事業における個別支援計画は適切に作成しているが、利用者数が頭打ちになっており、事業の積極的ＰＲが求められ
る。
・職員、利用者ともに感染症予防のための啓発に力を入れている。

審
査
委
員
記
入
欄

【評価すべき点】
・新型コロナウイルス感染対策も間仕切りやアルコール消毒の設置などを行っている。

【改善すべき点】
・(16-1)アセスメントから導き出された課題は、どの(いつ、誰の)アセスメントかわかるような＋αの書面があった方が本人と確認し
やすいと思う。
・コロナ感染症対策の予防マニュアルもあるとなお良い。

【その他注意点】

4

4

17 健康管理

個別支援計画（若しくはそれに準じた支援計画）に沿って個々の利用者に
適切な支援が行われている

4
出納係又は経理責任者を配置している

4 5
4.3

（満点
　＝５点）

4

（満点
　＝５点）

11



大項目 中項目 確認項目

指定管理者 担当課 審査委員

19-1

19-2

20-1

20-2

21-1

区
記
入
欄

指定管理者 担当課 審査委員

22-1

23-1

23-2

24-1

区
記
入
欄

事
業
効
果

権
利
保
護

、
透
明
性
の
確
保

利用者の権利保護・施設の透明性が確保されているか
評価点

19 虐待防止に向けた取組

施設内において虐待事案が発生した際に、適切に関係機関へ連絡する
体制が取られている

日常的に職員同士で支援内容を指摘し合う等、組織的に虐待被害を予防
する体制が取られている

20 苦情解決に対する取組

苦情に関する連絡先等について、利用者のわかりやすい場所に掲示して
いる

8

【その他注意点】

【アピールポイント】
22　・ホームページを見たと言って問合せを受けることが多くなっている。
　　 ・各事業の活動を定期的に報告している。
23　・学生実習は、精神保健福祉士実習生の年間5～6名の受け入れをはじめ、区内中学校の職場体験を受け入れている。また関
　　係機関の実習生の見学を受け入れている。
 　 　・ボランティア講座を年1回（5日間）開催している。また、ボランティアの受け入れも年間20名程行っている。
　    ・竹の塚第一公園の清掃を毎日実施している。31年度は功績が認められ、区よりみどりの功労者の感謝状を頂いた。
24　・ふれんどりぃ祭を開催し、地域との交流を行っている。また実行委員会には参加団体の当事者にも入ってもらい、実行委員長
　　や開会式、閉会式の進行を行っている。
 　　・ふれんどりぃ祭の時期（8月→9月）を変更したことで、陽気がよく参加者が増えた。（240名→260名）
 　　・公衆電話を設置し、地域の方の生活の手助けとなっている。
 　　・喫茶のメニューや内容を必要に応じて変更した。また、地域の方が入りやすいように看板を変更した。
　 　・喫茶で地域の方が作った手芸品などを委託販売している。
　　 ・竹の塚保健センター管内の交流会であるほほえみの会に、菓子やパンの販売・事業所紹介など積極的に参加をしている。

保護者会の開催、利用者への個別説明、施設活動だよりの配布等、支援
内容を報告する機会を複数設けている

指
定
管
理
者
記
入
欄

【アピールポイント】
19　・ミーティングを通して他の職員と支援のあり方を共有し、個々が支援を省みる他、客観的に指摘もし合える環境を創り出して
　　いる。
　　 ・職員全員に虐待・権利擁護の伝播研修を行い、関係機関に連絡する体制を確認した。
　　 ・虐待等の事案がなかった。
20　・重要事項説明書や「利用にあたって」等の書面を使い個別に丁重に説明をしている。また、館内設置の目安箱で利用者の声
　　を聞いている。
　　 ・法人で定めた苦情解決取扱規定がある。また第三者委員を置き、ポスターを掲示している。
21　・保護者会を年2回開催し、資料等で活動を報告している。31年度2回目はコロナウィルスの関係で中止にしたので、資料を
　　保護者の方に郵送した。

【改善すべき点・課題等】
19、20　・虐待防止・苦情解決について、年1回の研修等を継続できると良い。

実習生の積極的な受入れ等を行っている

24 地域交流

地域との積極的な交流が行われている

8

地
域
・
社
会
貢
献
等

地域貢献・社会貢献などに取り組んでいるか
評価点

22 事業周知活動

広報誌、ホームページ等により事業を広く周知している

23 社会貢献活動

8

【改善すべき点・課題等】

【特記事項】
・ふれんどりぃメンバーニュースやホームページ等で施設の案内やイベントを周知しているが、利用者とその関係者への周知が中
心となっている。
・近隣の清掃活動、インターンシップの受け入れ等により地域からの認知度、評価は高まってきている。
・地域交流に関して、もう少しアウトリーチの視点を取り入れていただきたい。

審
査
委
員
記
入
欄

審
査
委
員
記
入
欄

【評価すべき点】
・保護者会も開催し、利用者の家族ともよくコミュニケーションがとれており、すばらしい。
・保護者会を開催していることは評価できる。
・苦情を受け付ける目安箱が設置されていた。

【改善すべき点】
・（指定管理者が記した【改善すべき点・課題等】の内容について）そのように思う。
・(21-1)保護者会を家族会等にしてはどうか。成人を対象としている施設であることと、利用者の人権（子ども扱いと思われる恐れ）
の観点からも検討をお願いする。

【その他注意点】

【評価すべき点】
・ホームページの更新や法人の広報誌などで施設のＰＲを行っている。

【改善すべき点】
・地域交流の成果を検証するためにも“ふれんどりぃ祭”の来場者の内訳、特に一般者来場数の把握が必要だと思う。また、今後
の地域交流に役立てるため、一般来場者からはできる限りアンケートを入手したほうが良いと考える。
・区内の精神保健福祉の大きな拠点であるので、積極的に地域と交流を進めて欲しい。

地域貢献的活動等に積極的に参加している

68

【特記事項】
・虐待防止・権利擁護の研修を実施しているが、虐待防止マニュアルおよび虐待防止責任者の所在が不明である。
・保護者会の開催、利用者への個別説明等により施設運営および事業についての周知は適切に行っている。

苦情について事業者以外の相談先を利用者に伝えている

21 支援内容の適切な報告
（満点
　＝10点）

8

8

8

6

8

8

指
定
管
理
者
記
入
欄

88

8.3

（満点
　＝10点）
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大項目 中項目 確認項目

指定管理者
（満点

　＝10点）

担当課
（満点

　＝10点）

審査委員
（満点

　＝15点）

25-1

26-1

27-1

28-1

区
記
入
欄

158 157 51

（満点
 ＝190点）

（満点
 ＝190点）

（満点
 ＝60点）

【審査会評価結果】
得点 評価 ﾗﾝｸﾀﾞｳﾝ 総合評価

51 A 無 A

※評価結果は審査会が行う。

※小数点以下は切り捨て、整数とする。

＜審査会評価基準＞

54％以下

Ａ＋ Ａ Ａ－ Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ

36点 54点以上
50点以上
53点以下

45点以上
49点以下

41点以上
44点以下

36点以上
40点以下

33点以上
35点以下

32点以下

90％以上 ～ 83％以下 67％以上 ～ 59％以下 54％以下

※「標準点」・・・評価結果が全て「３」（水準クリア）の評価を受けた場合の得点。

※「Ａ」は満点の0.75倍以上（小数点以下切上）、「Ｃ」は満点の0.54倍以下（小数点以下切捨）とする。

【改善すべき点・課題等】
25　・接遇をよりよくするための取り組みができると良い。
26　・現状以上に利用者のニーズを把握できる方法を検討したい。

【特記事項】
・職員による挨拶の励行はされている。
・フリースペースをはじめ共用部分については整理整頓がなされているが、使用頻度の低い部屋は一部物品の仮置き等が見られ
る。
・営業日において日誌を作成し、情報共有を図ることで、個々の利用者への丁寧な対応が実現している。

25 職員の対応

職員の接遇・態度は適切である

26 事業の企画内容等

利用者が事業所での活動を楽しんでいる

27 施設に関すること

整理整頓が行き届き、清潔に保たれている

特記事項

事
業
効
果

利
用
者
の
満
足
度

利用者の満足を得られているか

評価点

28 苦情・要望対応

苦情・要望等への対応が適切に行われている

指
定
管
理
者
記
入
欄

【アピールポイント】
25　・平成２９年度に受審した第三者評価で、職員の接遇や態度に対して利用者から高評価を得ている。
　　 ・2か月ごとに精神科の先生を招き、事例検討会を行い、支援者としての関わりを学ぶなど、支援力を向上させる機会を設けて
　　 いる。
26　・ZiPのレクリェーションは、利用者も実行委員に加わり、意見を聞きながら、行き先を決めている。又、精神保健福祉手帳を
　　利用するなど社会資源の有効的な活用をすすめている。
　 　・各プログラムは、利用者のニーズに合わせて設定し、柔軟に内容の検討を行っている。
27　・危険予知トレーニング（KYT)のセミナーをZiP利用者に実施した。
　 　・施設の環境整備委員会には利用者も加わり、利用者、職員共に働きやすい環境づくりを行っている。
28　・苦情解決は、規定に則り、適切な流れで行い解決している。また、必要な際は関係機関等との連携も図っている。
 　　・利用者の要望については直接伺うことも多く、即座に対応できている。また、検討が必要な事柄に関しては、管理者の会議に
　　よる検討→決定→周知の道筋が作られている。
　 　・目安箱の設置し、直接伝えづらい利用者からの苦情・要望に応えている。

評価基準

満点 標準点
75％以上 ～

審
査
委
員
記
入
欄

【評価すべき点】
・カラオケはとても良いプログラムである。
・就労支援や多くの種類の業務があり、利用者が自分に合った内容を選択することができる。

評点

【改善すべき点】
・ピア養成講座の具体的活用を検討いただきたい。
・前年度の管理者や委員が指摘した問題点等について、どのようにフォローアップしたのかがわかる報告書があれば、一年間の
取り組み成果が明らかになると思う。

【その他注意点】

88

13.5
8

8

60点

得点率

審査会
評価結果

⇒ ⇒

8

合計点

108

8
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